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(57)【要約】
【課題】設備点数とコストの増加を抑え、かつ用水量の
低減を図った湿式排煙脱硫装置を提供する。
【解決手段】吸収塔3内に設置された冷媒使用のガスク
ーラ40と、ガスクーラ40に供給する冷媒の流量を調節す
る冷媒流量調節弁41と、ガスクーラを通過する被処理ガ
スのガス温度を測定するガス温度計42,43と、ガス温度
計42,43の計測値に基づいて冷媒流量調節弁41の開度を
制御する制御部44と、ガスクーラ40によって被処理ガス
を冷却し、被処理ガス中の水分を凝縮して、その凝縮水
を回収する凝縮水回収手段25,26を備えたことを特徴と
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部に吸収液スラリを貯留する循環タンクを有する吸収塔と、
　その吸収塔の内部に設置されて吸収液スラリを噴霧するスプレヘッダと、
　前記スプレヘッダの被処理ガス流れ方向下流側に設置されたミストエリミネータを備え
、
　前記吸収塔内に導入されたイオウ化合物を含む被処理ガスと前記スプレヘッダから噴霧
された吸収液スラリを気－液接触させて、被処理ガス中のイオウ化合物を吸収液スラリで
吸収し、その被処理ガスに同伴して搬送されたミストを前記ミストエリミネータで除去す
る湿式排煙脱硫装置において、
　前記吸収塔内に設置された冷媒使用のガスクーラと、
　そのガスクーラに供給する冷媒の流量を調節する冷媒流量調節弁と、
　前記ガスクーラを通過する前記被処理ガスのガス温度を測定するガス温度計と、
　前記ガス温度計の計測値に基づいて前記冷媒流量調節弁の開度を制御する制御部と、
　前記ガスクーラによって前記被処理ガスを冷却し、被処理ガス中の水分を凝縮して、そ
の凝縮水を回収する凝縮水回収手段を備えた
　ことを特徴とする湿式排煙脱硫装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の湿式排煙脱硫装置において、
　前記ガスクーラが、前記スプレヘッダと前記ミストエリミネータの間に設置されている
ことを特徴とする湿式排煙脱硫装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の湿式排煙脱硫装置において、
　前記ミストエリミネータが前記被処理ガスの流れ方向に沿って複数段に分かれて配置さ
れており、そのミストエリミネータの１段目以降に前記ガスクーラが設置されていること
を特徴とする湿式排煙脱硫装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の湿式排煙脱硫装置において、
　前記凝縮水回収手段が回収ホッパを有し、その回収ホッパが、前記ガスクーラから前記
ミストエリミネータにかけて設けられていることを特徴とする湿式排煙脱硫装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の湿式排煙脱硫装置において、
　前記循環タンクに貯留されている吸収液スラリの液レベルを測定する液レベル計を設け
、
　その液レベル計の計測値と前記ガス温度計の計測値に基づいて、前記制御部で前記冷媒
流量調節弁の開度を制御する構成になっていることを特徴とする湿式排煙脱硫装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の湿式排煙脱硫装置において、
　前記ガスクーラの外表面近くに洗浄ノズルが設置されていることを特徴とする湿式排煙
脱硫装置。
【請求項７】
　ボイラ装置と、
　そのボイラ装置から排出された排ガス中のイオウ化合物と水分を除去する湿式排煙脱硫
装置を備えた火力発電プラントにおいて、
　前記湿式排煙脱硫装置が請求項１ないし７のいずれか１項に記載の湿式排煙脱硫装置で
あることを特徴とする火力発電プラント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に火力発電プラントなどに用いられる湿式排煙脱硫装置に係り、特に排ガ
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ス中の硫黄酸化物（ＳＯｘ）、煤塵、ボイラ燃料中に含まれている成分や物質などを低減
する吸収塔を備えた湿式排煙脱硫装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　大気汚染を防止するため、工場、製鉄所、化学プラントおよび火力発電設備などに設置
されている、ボイラ装置等の燃焼設備から排出される排ガス中のＳＯｘなどを除去する装
置として、湿式石灰石－石膏法脱硫装置が広く実用化されている。
【０００３】
　従来の一般的な脱硫装置の概略構成を図３に示す。　
　同図に示すように、ボイラ装置等の燃焼設備（図示せず）から排出された排ガス１は吸
収塔入口煙道２から吸収塔３に導入され、吸収塔３の内部に設置されたスプレヘッダ４よ
り噴霧される吸収液スラリ１５と気－液接触することにより、排ガス１中の煤塵や塩化水
素（ＨＣｌ）、フッ化水素（ＨＦ）などの酸性ガスとともに、ＳＯｘが吸収される。
【０００４】
　排ガス１に同伴されるミストは吸収塔出口側に設置されたミストエリミネータ５により
除去され、清浄化された排ガス６は吸収塔出口煙道７を経て、必要により再加熱されて煙
突（図示せず）から排出される。前記ミストエリミネータ５は定期的に水洗が行われ、そ
のドレンはドレン回収ホッパ２５に集められ、吸収塔３に戻される。
【０００５】
　入口排ガス１中のＳＯｘ濃度は入口ＳＯｘ濃度計２０で測定される。ＳＯｘの吸収剤で
ある石灰石１０は石灰石スラリ２６として石灰石スラリポンプ１１によって吸収塔３内に
供給され、その供給量は石灰石スラリ流量調節弁１２によりＳＯｘ吸収量に応じて調節さ
れる。吸収液スラリ１５は、吸収塔循環ポンプ８により昇圧されて、前記スプレヘッダ４
により吸収塔３内に噴霧される。
【０００６】
　吸収塔３内で吸収除去されたＳＯｘは吸収液スラリ１５中のカルシウムと反応し、中間
生成物として亜硫酸カルシウム（重亜硫酸カルシウムを含む）となり、吸収塔３内の液溜
部に落下し、酸化用空気ブロワ２１により吸収塔３内に供給される酸化用空気により酸化
されて、最終生成物の石膏３１となる。
【０００７】
　このように吸収塔３内に空気を直接供給することにより、排ガス１中のＳＯｘの吸収反
応と、生成した亜硫酸カルシウムの酸化反応を同時に進行させることにより、反応全体が
促進され、脱硫性能が向上する。
【０００８】
　なお、その際吸収塔３に供給する酸化空気は、酸化用攪拌機２２により吸収液スラリ１
５を攪拌混合すると同時に微細化し、酸化空気の利用効率を高めている。
【０００９】
　吸収塔３の下部は吸収液スラリ１５を貯留する循環タンク１７となっており、その循環
タンク１７に貯留されている吸収液スラリ１５のレベルは設定値に保たれるように、循環
タンク液レベル計１８での計測値に基づいて、補給水調節弁１９の開度の制御を行い、補
給水量を調節している。
【００１０】
　吸収液スラリ１５の一部は抜き出しポンプ９により生成石膏量に応じて吸収塔循環タン
クから抜き出され、その一部はｐＨ計タンク２３に送られ、ｐＨ計タンク２３に設置され
てｐＨ計２４により吸収液スラリ１５のｐＨ値が測定される。その他の吸収液スラリ１５
は、石膏脱水設備３０に送られ、脱水後に粉末の石膏３１として回収される。
【００１１】
　前記石膏脱水設備３０で分離された濾水３２は石灰石スラリ槽１３などの補給水として
系内で再利用されるが、その一部は系内における塩素等の濃縮を防ぐために排水１４とし
て抜き出された排水処理設備３３に送られる。
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【００１２】
　この排水処理設備３３では排水１４中に含まれている各成分に対して排出規定値以下と
なるように、薬品が添加されたり、イオン吸着樹脂層を通したりすることによる化学的処
理や、菌類による生物的処理が行なわれ、排水１４中の有害物質の除去処理が行なわれる
。
【００１３】
　この種の湿式排煙脱硫装置に関する先行技術文献としては、例えば下記の特許文献１～
５などを挙げることができる。　
　下記特開２０００－３２５７４２号公報（特許文献４）には、ミストエリミネータの排
ガス流れ方向上流側に微粒液滴噴霧器を設け、その噴霧器から噴霧されて冷却微粒液滴に
より、ミストエリミネータの排ガス流れ方向上流側に冷却ゾーンを形成して、その冷却ゾ
ーンを通過する排ガス中の水蒸気はダストなどを凝縮核として凝縮し、凝縮した粒子をミ
ストエリミネータにより捕集して、その捕集した凝縮水を集めて脱硫装置の補給水として
利用することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開昭６２－３０５２９号公報
【特許文献２】特開平１－１６４４２１号公報
【特許文献３】特開平４－２２２６１９号公報
【特許文献４】特開２０００－３２５７４２号公報
【特許文献５】特開２００１－２９７４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　図３で説明した湿式排煙脱硫装置は、厳しい環境規制が行なわれている地域においても
排ガス規制値を満足することが可能であり、反応生成物による二次公害の恐れも少ないと
いう長所を有しているが、ある一定量以上の用水が必要となるという課題がある。
【００１６】
　そのため、用水の確保が困難な地域においては、より簡素・簡易的で用水量の少ない方
式の湿式排煙脱硫装置を設置するといった対応を採っていることがあるが、排ガス規制値
が十分に満足できなかったり、反応生成物による二次公害の懸念があるなどの課題を有し
ている。
【００１７】
　また、特許文献４に記載されている湿式排煙脱硫装置では、排ガス中に噴霧する大量の
水を間接的に冷却する冷却装置が必要となり、その設備点数及びコストの増加が比較的大
きくなるなどの欠点を有している。
【００１８】
　本発明の目的は、このような背景においてなされたもので、設備点数とコストの増加を
抑え、かつ用水量の低減を図った湿式排煙脱硫装置およびそれを備えた火力発電プラント
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　前記目的を達成するため、本発明は、
　下部に吸収液スラリを貯留する循環タンクを有する吸収塔と、
　その吸収塔の内部に設置されて吸収液スラリを噴霧するスプレヘッダと、
　前記スプレヘッダの例えば排ガスなどの被処理ガス流れ方向下流側に設置されたミスト
エリミネータを備え、
　前記吸収塔内に導入されたイオウ化合物を含む被処理ガスと前記スプレヘッダから噴霧
された吸収液スラリを気－液接触させて、被処理ガス中のイオウ化合物を吸収液スラリで
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吸収し、その被処理ガスに同伴して搬送されたミストを前記ミストエリミネータで除去す
る湿式排煙脱硫装置を対象とするものである。
【００２０】
　そして本発明の第１の手段は、
　前記吸収塔内に設置された冷媒使用のガスクーラと、
　そのガスクーラに供給する冷媒の流量を調節する冷媒流量調節弁と、
　前記ガスクーラを通過する前記被処理ガスのガス温度を測定するガス温度計と、
　前記ガス温度計の計測値に基づいて前記冷媒流量調節弁の開度を制御する制御部と、
　前記ガスクーラによって前記被処理ガスを冷却し、被処理ガス中の水分を凝縮して、そ
の凝縮水を回収する例えば回収ホッパと凝縮水タンクからなる凝縮水回収手段を備えたこ
とを特徴とするものである。
【００２１】
　本発明の第２の手段は前記第１の手段において、
　前記ガスクーラが、前記スプレヘッダと前記ミストエリミネータの間に設置されている
ことを特徴とするものである。
【００２２】
　本発明の第３の手段は前記第１の手段において、
　前記ミストエリミネータが前記被処理ガスの流れ方向に沿って複数段に分かれて配置さ
れており、そのミストエリミネータの１段目以降に前記ガスクーラが設置されていること
を特徴とするものである。
【００２３】
　本発明の第４の手段は前記第２または第３の手段において、
　前記凝縮水回収手段が回収ホッパを有し、その回収ホッパが、前記ガスクーラから前記
ミストエリミネータにかけて設けられていることを特徴とするものである。
【００２４】
　本発明の第５の手段は前記第１の手段において、
　前記循環タンクに貯留されている吸収液スラリの液レベルを測定する液レベル計を設け
、
　その液レベル計の計測値と前記ガス温度計の計測値に基づいて、前記制御部で前記冷媒
流量調節弁の開度を制御する構成になっていることを特徴とするものである。
【００２５】
　本発明の第６の手段は前記第１の手段において、
　前記ガスクーラの外表面近くに洗浄ノズルが設置されていることを特徴とするものであ
る。
【００２６】
　本発明の第７の手段は、
　ボイラ装置と、
　そのボイラ装置から排出された排ガス中のイオウ化合物と水分を除去する湿式排煙脱硫
装置を備えた火力発電プラントにおいて、
　前記湿式排煙脱硫装置が第１ないし第６のいずれかの手段の湿式排煙脱硫装置であるこ
とを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明は前述のような構成になっており、設備点数とコストの増加を抑え、かつ用水量
の低減を図った湿式排煙脱硫装置およびそれを備えた火力発電プラントを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る湿式排煙脱硫装置の概略構成図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る湿式排煙脱硫装置の概略構成図である。
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【図３】従来の湿式排煙脱硫装置の概略構成図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る湿式排煙脱硫装置を１，０００ＭＷ級火力発電プラ
ントに適用した場合の、出口ガス温度の低下と生成した凝縮水量との関係を示す特性図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　次に本発明の実施形態を図面とともに説明する。　
　図１は、本発明の第１実施形態に係る湿式排煙脱硫装置の概略構成図である。
【００３０】
　同図に示すように、ボイラ装置等の燃焼設備（図示せず）から排出された排ガス１は吸
収塔入口煙道２から吸収塔３に導入され、吸収塔３の内部に設置されたスプレヘッダ４よ
り噴霧される吸収液スラリ１５と気－液接触することにより、排ガス１中の煤塵や塩化水
素（ＨＣｌ）、フッ化水素（ＨＦ）などの酸性ガスとともに、ＳＯｘが吸収される。
【００３１】
　排ガス１に同伴されるミストは吸収塔出口側に設置されたミストエリミネータ５により
除去され、清浄化された排ガス６は吸収塔出口煙道７を経て、必要により再加熱されて煙
突（図示せず）から排出される。
【００３２】
　前記ミストエリミネータ５の排ガス流れ方向上流側には、冷媒使用のガスクーラ（熱交
換器）４０が設置され、このガスクーラ４０により流通する排ガスを冷却して排ガス中に
含まれている水分を凝縮させる。凝縮水はドレンとして直接回収するか、もしくはミスト
として後流側のミストエリミネータ５により回収され、回収された水は補給水として再利
用される。図中の符号２５は、前記ミストエリミネータ５ならびにガスクーラ４０の下部
に設置された凝縮水の回収ホッパである。
【００３３】
　従来では水蒸気として大気中に排出されていた排ガス中の水分の一部を凝縮・回収して
、補給水として使用できるから、吸収塔３への補給水量を低減することができる。
【００３４】
　前記ガスクーラ４０の冷媒としては、例えば海水や工業用水が使用される。ガスクーラ
４０の排ガス流れ方向上流側と下流側には、排ガス温度を測定するガスクーラ入口ガス温
度計４２とガスクーラ出口ガス温度計４３が設置されている。このガス温度計４２、４３
で測定された排ガス温度の計測値信号Ｔ１，Ｔ２は、吸収塔循環タンク液レベル計１８で
測定されたレベル値信号と併せて制御部４４に入力される。
【００３５】
　制御部４４では前記ガス温度計４２、４３で測定された排ガス温度と、液レベル計１８
で測定された液レベル値に基づいて、冷媒流量制御信号を生成し、それを冷媒流量調節弁
４１に出力して、冷媒の流量制御を行う。また、循環タンク液レベル計１８での計測値に
基づいて、補給水調節弁１９の開度を調節して、補給水量の制御を行っている。
【００３６】
　このように本実施形態では、前記補給水量の制御に加えて、ガスクーラ４０の冷媒流量
制御を行うことで、吸収塔３内での吸収液スラリ１５のレベルを所定の値に維持している
。
【００３７】
　そのため補給水の過剰供給を防ぎ、吸収液スラリ１５の不必要な濃度低下の防止、およ
びタンク液レベルの適正な調整が可能である。これは特にボイラ起動初期や低負荷運転時
の、補給水量が少量で良い場合において有効となる。
【００３８】
　さらに、ガスクーラ４０の入口ガス温度Ｔ１と出口ガス温度Ｔ２を監視することで、出
口ガス温度が下がり過ぎないように制御している。特に日本国外においては、環境規制の
違いから出口ガス温度の下限を指定される場合があり、その場合に本制御は非常に有効と
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なる。
【００３９】
　図１に示すように、ミストエリミネータ５の外表面を洗浄する洗浄ノズル１６はガスク
ーラ４０の外表面近くまで延びており、ミストエリミネータ５とガスクーラ４０が定期的
あるいは必要に応じて水洗が行われ、そのドレンは吸収塔３に戻される。これは後述の第
２実施形態においても同様である。
【００４０】
　図４は、本実施形態に係る湿式排煙脱硫装置を１，０００ＭＷ級火力発電プラントに適
用した場合の、出口ガス温度の低下と生成された凝縮水量との関係を示す特性図である。
なお、前記出口ガス温度の低下は、入口ガス温度計４２と測定出口ガス温度計４３の測定
結果（Ｔ１－Ｔ２）から求めた。
【００４１】
　この図から明らかなように、出口ガス温度低下と凝縮水量はほぼ比例関係にあり、例え
ば出口ガス温度を４℃下げることにより、１時間当り約８０ｔの凝縮水を得ることができ
、その凝縮水を補給水や洗浄水などに利用することができる。
【００４２】
　本実施形態では、ミストエリミネータ５として上流側ミストエリミネータ５ａと下流側
ミストエリミネータ５ｂの複数段設置したが、排ガス処理量によってはミストエリミネー
タ５を１段設置することもある。
【００４３】
　図２は、本発明の第２実施形態に係る湿式排煙脱硫装置の概略構成図である。　
　本実施形態で前記図１に示す第１実施形態と相違する点は、図２に示すように、ガスク
ーラ４０を上流側ミストエリミネータ５ａと下流側ミストエリミネータ５ｂの間に設置し
た点である。
【００４４】
　本実施形態においては、排ガス中の同伴ミストに含まれている石膏などの微粒子が、前
段側のミストエリミネータ５ａである程度除去されるため、ガスクーラ４０への固形物の
付着、堆積を低減させることができる。そのため、ガスクーラ４０を構成している伝熱管
の腐食が少なくなり、かつ伝熱効率の低下を防ぐことができる。
【００４５】
　さらに、ガスクーラ４０によりミストや微粒子も凝縮水と共にある程度回収されるため
、下流側ミストエリミネータ５ｂのエレメントの洗浄頻度を低減でき、それに伴って洗浄
水ポンプの動力を低減することも可能となる。
【００４６】
　本実施形態では、ミストエリミネータ５を２段分けて設け、上流側ミストエリミネータ
５ａと下流側ミストエリミネータ５ｂの間にガスクーラ４０を設置したが、ミストエリミ
ネータを３段以上設けて、各段の間のいずれか、または全ての段の間にガスクーラを設置
することも可能である。さらに、１段を含み、全てのミストエリミネータの排ガス流れ方
向後流側にガスクーラを設置することも可能であるが、凝縮水が飛散する場合もあり、好
ましくない。
【００４７】
　本実施形態では、ＳＯｘの吸収剤として石灰石を用いたが、ＳＯｘの吸収剤として石灰
を用いることもできる。　
　本実施形態では、湿式排煙脱硫装置を火力発電プラントに適用した例を示したが、本発
明に係る湿式排煙脱硫装置は例えば各種工場、製鉄所ならびに化学プラントなど他の技術
分野での燃焼設備にも適用可能である。
【符号の説明】
【００４８】
　１・・・排ガス、２・・・入口煙道、３・・・吸収塔、４・・・スプレヘッダ、５・・
・ミストエリミネータ、５ａ・・・上流側ミストエリミネータ、５ｂ・・・下流側ミスト
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エリミネータ、６・・・清浄な排ガス、７・・・出口煙道、１０・・・石灰石、１５・・
・吸収液スラリ、１６・・・洗浄ノズル、１７・・・循環タンク、１８・・・循環タンク
液レベル計、１９・・・補給水量調節弁、２５・・・回収ホッパ、２６・・・石灰石スラ
リ、４０・・・ガスクーラ（熱交換器）、４１・・・冷媒流量調節弁、４２・・・ガスク
ーラ入口ガス温度計、４３・・・ガスクーラ出口ガス温度計、４４・・・制御部。

【図１】 【図２】
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